
　 介護保険施設や障害者支援施設等において、適切に喀痰吸引等が実施できる介護職員等を養成する。

①基本研修及び実地研修

基本研修

実地研修

②実地研修のみ　※基本研修免除には下記条件が必要です。

（該当となる方） 養成施設等の教育課程において医療的ケアの科目を修了している方

　　　　　　　　 介護福祉士実務者研修を修了された方

　　　（詳細は【8.研修の一部免除について】の項目をご確認ください。）

フォローアッ
プ講座

（任意）

実地研修

③行為の追加　※基本研修免除には下記条件が必要です。

（該当となる方） 既に喀痰吸引等研修の第２号研修を修了している方

　　　（詳細は【8.研修の一部免除について】の項目をご確認ください。）

実地研修

①基本研修及び実地研修

6/16 6/17 6/23 6/24 7/14 7/15 7/16

(火) (水) (火) (水) (火) (水) (木)

8/7

(金)

8/17 　

(月)

９月から順次実施

②実地研修のみ（行為の追加者は、フォローアップ講座の対象にはなりません）

　5/29（金） （9:00-12:00または14：00-17：00のいずれか）

６月から順次実施

③行為の追加

６月から順次実施

フォローアップ講座

実地研修

実地研修

【3．研修内容】※人工呼吸器装着者に対する喀痰吸引は、通常の喀痰吸引とは別途、演習･実地研修が必要です。

○講義50時間
○演習（口腔内･鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう・腸ろう経管栄養、
　　　　経鼻経管栄養、救急蘇生法）
○筆記試験

口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう・腸ろう経管栄養、経
鼻経管栄養　　　1～5行為

○手技の確認、復習

※受講を希望する方は、受講申込書内に✓を記入して下さい。

口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう・腸ろう経管栄養、経
鼻経管栄養　　　1～5行為

口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう・腸ろう経管栄養、経
鼻経管栄養　のうち、追加希望する行為

【4．日程】（年1回実施）

基本研修

講　義

演　習

筆記試験
◎再試験日
(筆記試験不合格者）

※追って調整致します。

実地研修

➣会　場　　

　浜松市浜名区於呂4201-6　社会福祉法人天竜厚生会　研修センター

　研修センターに宿泊しながらの受講も可能です。また、食事の提供も可能です。

令和８年度　介護職員等の喀痰吸引等研修（第１号・第２号研修）
　受講者募集要項

【1．目的】

【2．対象】

介護保険施設や障害者支援施設等で勤務する介護職員等



①基本研修及び実地研修　　　 　　 第1号研修：5名　　第2号研修：35名

①基本研修及び実地研修受講料 ¥75,000

1）テキスト代 ¥2,200

2）筆記試験再試験料　　　 ¥3,000

③他施設での実習費用（1行為あたり）　　　 ¥10,000

②実地研修のみ　 ¥15,000

1）フォローアップ講座　　　 ¥5,000

③行為の追加受講料　 ¥15,000

【郵送先】

　社会福祉法人天竜厚生会　研修センター　喀痰吸引等研修担当者　宛

【締　切】

その他、ご不明な点は下記までお問い合せください。 ―申込み・お問い合せ先―

社会福祉法人天竜厚生会　福祉サービス課

喀痰吸引研修担当　白井・清水

TEL/053-583-1123 E-mail/service@tenryu-kohseikai.or.jp

　受講生の事業所のご利用者の状況に合わせた行為の受講をお願いします。
　 ※現在、口腔内吸引・鼻腔内吸引及び胃ろう経管栄養の実習施設の紹介を中止しております。

※該当者のみ

※希望者のみ

【5．受講定員】

②実地研修のみ　　　　　　　　　　定員はありません

③行為の追加　　　　　　　　　　　定員はありません

【6．費用】税別

➣実地研修　

　実地研修（実習）は、基本的に受講者の事業所で実施していただきます。

　・研修修了者には「修了証書」を交付します。
　・実際に痰の吸引等の特定行為を行うためには、修了証書受領後に、県に申請を行い「認定特定行為業務認定
　　証」の交付を受ける必要があります。
　・「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた介護職員が、事業所で痰の吸引等の医療的ケアを行う際に
　　は、事業所として別途都道府県に「登録特定行為事業者」としての登録申請が必要です。

（2）喀痰吸引等研修第2号研修修了者
　　　　　 →【免除】基本研修、実地研修で実施した行為

（3）「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」（平成22年4月1日厚生労働省医政局長通知）
　　に基づく研修修了者　
　　　　　→【免除】基本研修の演習のうち口腔内の吸引、実地研修のうち口腔内の吸引

9．その他

➣受講にあたって

　遅刻・欠席は原則認めておりません（やむを得ない事情もしくは自然災害等を除く）。
　全日程出席できることが受講条件となりますので、ご注意ください。
　また一度お振込みいただいた受講料については、原則返金は致しませんので、予めご了承ください。

➣研修修了後の手続き等

（1）養成施設等の教育課程において医療的ケアの科目修了者、介護福祉士実務者研修修了者
　　　　　→【免除】基本研修

7．申込方法

　受講申込書（別紙）を下記へ郵送してください。

　申込書は天竜厚生会ホームページからもダウンロードできます⇒ http://www.tenryu-kohseikai.or.jp/

　〒434-0015　浜松市浜名区於呂4201-6

令和８年５月15日（金）　※必着

　➣受講の可否は、申込締切後、2週間を目途に文書で通知いたします。受講が決まった方には、研修日程、受講料
　　の支払い方法、研修に必要な書類など、詳細についてご案内いたします。

　➣受講申込はこのご案内が届いた時点から開始しますので、随時お申込みください。

8．研修の一部履修免除について

※※ 履修免除を希望される方は、当該研修修了を証明する書類をご提出ください。


